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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電源の電圧レベルを検出する電圧検出部と、
　前記駆動電源を受けて昇圧して第１電源を生成して出力するブースタ回路と、
　前記ブースタ回路における第１ノードの電圧を受けて反転して第２電源を生成して出力
するインバータ回路と、
　前記電圧検出部で検出された駆動電源であるバッテリの電圧が所定の電圧より高い場合
には、前記第１電源の電圧より低く電圧降下させるように、前記ブースタ回路と前記イン
バータ回路とを制御して前記第１電源及び前記第２電源の電圧を調整するＰＷＭ制御部と
、を備え、
　前記インバータ回路で生成される前記第２電源の電圧は、有機発光ダイオードが飽和領
域で駆動できるようにする電圧であり、悪条件でも所望の画像を十分に表現できるように
するため前記第２電源の電圧は２Ｖ～３Ｖの電圧レベルのマージンを有し、
　前記ＰＷＭ制御部は、前記ブースタ回路と前記インバータ回路とを制御する制御信号を
出力し、前記駆動電源の電圧に対応して制御信号のパルス幅を調整する
　ことを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバータ。
【請求項２】
　前記ブースタ回路は、
　前記入力電圧が伝達される入力端に接続される第１コイルと、
　前記制御信号によりオン／オフ状態が決定され、第１電極が前記第１ノードに接続され
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、第２電極が接地に接続され、前記オン／オフ動作により前記第１コイルに電圧を充電さ
せる第１スイッチング素子と、
　前記制御信号によりオン／オフ状態が決定され、第１電極が前記第１ノードに接続され
、第２電極が出力端に接続される第２スイッチング素子と、を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のＤＣ－ＤＣコンバータ。
【請求項３】
　前記第２スイッチング素子は、オフ状態になると、ダイオード状態になり、前記駆動電
源の電圧をダイオードの閾値電圧により降下させる
　ことを特徴とする請求項２に記載のＤＣ－ＤＣコンバータ。
【請求項４】
　前記第２スイッチング素子は、オン状態において、ソースとドレインとの間の抵抗によ
り前記駆動電源の電圧を降下させる
　ことを特徴とする請求項２に記載のＤＣ－ＤＣコンバータ。
【請求項５】
　前記インバータ回路は、
　前記制御信号によりオン／オフ状態を決定し、ソースが前記第１ノードに接続され、ド
レインが第２ノードに接続され、前記第１コイルを介して伝達される前記駆動電源をスイ
ッチングする第３スイッチング素子と、
　前記第２スイッチング素子のスイッチング動作により前記入力電圧が伝達または遮断さ
れ、前記第１コイルを介して前記駆動電源が伝達される第２コイルと、
　出力端に接続されて前記第２コイルに充電された電圧は通過させるが、第２電源が前記
第２コイルに伝達されることを防止するダイオードと、を備える
　ことを特徴とする請求項２に記載のＤＣ－ＤＣコンバータ。
【請求項６】
　データ信号、走査信号、第１電源及び第２電源に対応して画像を表現する画素部と、
　前記データ信号を生成して出力するデータ駆動部と、
　前記走査信号を生成して出力する走査駆動部と、
　前記第１電源及び前記第２電源を生成して出力するＤＣ－ＤＣコンバータと、を備え、
　前記ＤＣ－ＤＣコンバータは、
　駆動電源の電圧レベルを検出する電圧検出部と、
　前記駆動電源を受けて昇圧して前記第１電源を生成して出力するブースタ回路と、
　前記ブースタ回路における第１ノードの電圧を受けて反転して第２電源を生成して出力
するインバータ回路と、
　前記電圧検出部で検出された駆動電源であるバッテリの電圧が所定の電圧より高い場合
には、前記第１電源の電圧より低く電圧降下させるように、前記ブースタ回路と前記イン
バータ回路とを制御して前記第１電源及び前記第２電源の電圧を調整するＰＷＭ制御部と
、を備え、
　前記インバータ回路で生成される前記第２電源の電圧は、有機発光ダイオードが飽和領
域で駆動できるようにする電圧であり、悪条件でも所望の画像を十分に表現できるように
するため前記第２電源の電圧は２Ｖ～３Ｖの電圧レベルのマージンを有し、
　前記ＰＷＭ制御部は、前記ブースタ回路と前記インバータ回路とを制御する制御信号を
出力し、前記駆動電源の電圧に対応して制御信号のパルス幅を調整する
　ことを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記ブースタ回路は、
　前記入力電圧が伝達される入力端に接続される第１コイルと、
　前記制御信号によりオン／オフ状態が決定され、第１電極が第１ノードに接続され、第
２電極が接地に接続され、前記オン／オフ動作により前記第１コイルに電圧を充電させる
第１スイッチング素子と、
　前記制御信号によりオン／オフ状態が決定され、第１電極が前記第１ノードに接続され
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、第２電極が出力端に接続される第２スイッチング素子と、を備える
　ことを特徴とする請求項６に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　前記第２スイッチング素子は、オフ状態になると、ダイオード状態になり、前記駆動電
源の電圧をダイオードの閾値電圧により降下させる
　ことを特徴とする請求項７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項９】
　前記第２スイッチング素子は、オン状態において、ソースとドレインとの間の抵抗によ
り前記駆動電源の電圧を降下させる
　ことを特徴とする請求項７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１０】
　前記インバータ回路は、
　前記制御信号によりオン／オフ状態を決定し、ソースが前記第１ノードに接続され、ド
レインが第２ノードに接続され、前記第１コイルを介して伝達される前記駆動電源をスイ
ッチングする第３スイッチング素子と、
　前記第２スイッチング素子のスイッチング動作により前記入力電圧が伝達または遮断さ
れ、前記第１コイルを介して前記駆動電源が伝達される第２コイルと、
　出力端に接続されて前記第２コイルに充電された電圧は通過させるが、第２電源が前記
第２コイルに伝達されることを防止するダイオードと、を備える
　ことを特徴とする請求項７に記載の有機電界発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＣ－ＤＣコンバータ及びそれを用いた有機電界発光表示装置に関し、高電
圧の入力電源を用いて駆動するＤＣ－ＤＣコンバータ及びそれを用いた有機電界発光表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）の短所である重量及び体積を減
らすことが可能な各種平板表示装置が開発されている。平板表示装置には、液晶表示装置
（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　
Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、プラズマ表示パネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ　Ｐａｎｅｌ）、及び有機電界発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などがある。
【０００３】
　平板表示装置のうち、有機電界発光表示装置は、電流の流れに対応して発生する電子と
正孔との再結合により光を発生する有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）を用いて画像を表示する。
【０００４】
　このような有機電界発光表示装置は、優れた色再現性や薄い厚さなどの様々な利点によ
り、応用分野において、携帯電話用のほか、ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤーなどに市場が大き
く拡大している。
【０００５】
　図１は、一般的な有機電界発光表示装置に採用された画素を示す回路図である。同図に
示すように、画素は、データ線Ｄｍと走査線Ｓｎとに接続され、第１トランジスタＴ１、
第２トランジスタＴ２、キャパシタＣｓｔ、及び有機発光ダイオードＯＬＥＤを備える。
【０００６】
　第１トランジスタＴ１は、ソースが第１電源ＥＬＶＤＤに接続され、ドレインが有機発
光ダイオードＯＬＥＤのアノード電極に接続され、ゲートが第１ノードＮ１に接続される
。第２トランジスタＴ２は、ソースがデータ線Ｄｍに接続され、ドレインが第１ノードＮ
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１に接続され、ゲートが走査線Ｓｎに接続される。キャパシタＣｓｔは、第１電極が第１
電源ＥＬＶＤＤに接続され、第２電極が第１ノードＮ１に接続される。そして、有機発光
ダイオードＯＬＥＤは、アノード電極が第１トランジスタＴ１のドレインに接続され、カ
ソード電極が第２電源ＥＬＶＳＳに接続される。
【０００７】
　上記のように構成された画素は、データ線Ｄｍを介して伝達されるデータ信号に対応し
て第１ノードＮ１の電圧が決定され、第１ノードＮ１の電圧に応じて、第１トランジスタ
Ｔ１は、第１電源ＥＬＶＤＤから第２電源ＥＬＶＳＳ方向に電流が流れるようにする。こ
の動作により、有機発光ダイオードＯＬＥＤが発光し、下記式１のような大きさの電流が
有機発光ダイオードに流れる。
【０００８】
【数１】

【０００９】
　ここで、Ｉｏｌｅｄは有機発光ダイオードに流れる電流、ＶＧＳは第１トランジスタＴ
１のゲート及びソース間の電圧、Ｖｔｈは第１トランジスタＴ１の閾値電圧、Ｖｄａｔａ

はデータ信号の電圧、ＥＬＶＤＤは第１電源の電圧を意味する。
【００１０】
　上記のような画素が採用された有機電界発光表示装置は、駆動電源をバッテリから受け
て動作するが、有機電界発光表示装置の使用時間を延ばすために、バッテリの容量を大き
くすることが考えられる。また、バッテリの容量を大きくすると、バッテリから出力され
る駆動電源の電圧がさらに高くなる。
【００１１】
　画素に伝達される第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳは、駆動電源を、ブース
タ回路とインバータ回路とを備えるＤＣ－ＤＣコンバータから受けて生成する。しかしな
がら、一般的なブースタ回路の場合、電圧の昇圧範囲が決定されている。例えば、第１電
源ＥＬＶＤＤの電圧が４．６Ｖとした場合、入力電圧が２．９Ｖから４．２Ｖの間であれ
ば、ブースタ回路では、４．６Ｖの電圧を生成するが、入力電圧が４．２Ｖ以上になると
、ブースタ回路では、４．６Ｖより高い電圧を生成することになる。
【００１２】
　したがって、従来の方法では、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧が４．６Ｖ以上になることか
ら、容量の大きいバッテリを採用することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】大韓民国特許公開第２００２－００８０９９８号
【特許文献２】大韓民国特許公開第２００２－００４５４４２号
【特許文献３】特開２００２－０９５２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、バッテリから入力される電源の電圧にかかわらず、有機発光ダイオー
ドに流れる電流が印加されるように第１電源の電圧を生成するＤＣ－ＤＣコンバータ及び
それを用いた有機電界発光表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１態様は、駆動電源の電圧レベルを検出する
電圧検出部と、前記駆動電源を受けて昇圧して第１電源を生成して出力するブースタ回路
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と、前記駆動電源を受けて反転して第２電源を生成して出力するインバータ回路と、前記
ブースタ回路と前記インバータ回路とを制御して前記第１電源及び前記第２電源の電圧を
調整するが、前記電圧検出部で検出された駆動電源の電圧が所定の電圧より高い場合、前
記駆動電源の電圧を電圧降下させることにより、前記駆動電源の電圧を前記第１電源の電
圧より低くするＰＷＭ制御部と、を備えるＤＣ－ＤＣコンバータを提供するものである。
【００１６】
　上記の目的を達成するために、本発明の第２態様は、データ信号、走査信号、第１電源
及び第２電源に対応して画像を表現する画素部と、前記データ信号を生成して出力するデ
ータ駆動部と、前記走査信号を生成して出力する走査駆動部と、前記第１電源及び前記第
２電源を生成して出力するＤＣ－ＤＣコンバータと、を備え、前記ＤＣ－ＤＣコンバータ
は、駆動電源の電圧レベルを検出する電圧検出部と、前記駆動電源を受けて昇圧して前記
第１電源を生成して出力するブースタ回路と、前記駆動電源を受けて反転して前記第２電
源を生成して出力するインバータ回路と、前記ブースタ回路と前記インバータ回路とを制
御して前記第１電源及び前記第２電源の電圧を調整するが、前記電圧検出部で検出された
駆動電源の電圧が所定の電圧より高い場合、前記駆動電源の電圧を電圧降下させることに
より、前記駆動電源の電圧を前記第１電源の電圧より低くするＰＷＭ制御部と、を備える
有機電界発光表示装置を提供するものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るＤＣ－ＤＣコンバータ及びそれを用いた有機電界発光表示装置によれば、
バッテリから出力される駆動電源の電圧を高く設定可能なため、高容量のバッテリを採用
できるようになる。このため、有機電界発光表示装置の使用時間を延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】一般的な有機電界発光表示装置に採用された画素を示す回路図である。
【図２】本発明に係る有機電界発光表示装置の構造を示す構造図である。
【図３】本発明に係るＤＣ－ＤＣコンバータの構造を示す構造図である。
【図４】図３に示すＤＣ－ＤＣコンバータの一例を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照して説明する。
【００２０】
　図２は、本発明に係る有機電界発光表示装置の構造を示す構造図である。同図に示すよ
うに、有機電界発光表示装置は、画素部１００と、データ駆動部２００と、走査駆動部３
００と、ＤＣ－ＤＣコンバータ４００と、バッテリ５００と、を備える。
【００２１】
　画素部１００には、複数の画素１０１が配列され、各画素１０１は、電流の流れに対応
して光を発光する有機発光ダイオード（図示せず）を備える。そして、画素部１００は、
行方向に形成され、かつ、走査信号を伝達するｎ本の走査線Ｓ１，Ｓ２，…，Ｓｎ－１，
Ｓｎと、列方向に形成され、かつ、データ信号を伝達するｍ本のデータ線Ｄ１，Ｄ２，…
，Ｄｍ－１，Ｄｍと、が配列される。
【００２２】
　また、画素部１００は、ＤＣ－ＤＣコンバータ４００から第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２
電源ＥＬＶＳＳを受けて駆動する。したがって、画素部１００は、走査信号、データ信号
、第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳにより有機発光ダイオードに電流が流れて
発光し、これにより、映像が表示される。
【００２３】
　データ駆動部２００は、データ信号を生成する手段であり、赤色、青色、緑色の成分を
有する映像信号を用いてデータ信号を生成する。また、データ駆動部２００は、画素部１
００のデータ線Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍ－１，Ｄｍに接続され、生成されたデータ信号を画
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素部１００に入力する。
【００２４】
　走査駆動部３００は、走査信号を生成する手段であり、走査線Ｓ１，Ｓ２，…，Ｓｎ－
１，Ｓｎに接続され、走査信号を画素部１００の特定の行に伝達する。走査信号が伝達さ
れた画素１０１には、データ駆動部２００から出力されたデータ信号が伝達され、データ
信号に対応する電圧が画素１０１に伝達されるようになる。
【００２５】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ４００は、バッテリ５００から駆動電源を受けて第１電源ＥＬＶ
ＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳを生成する。ＤＣ－ＤＣコンバータ４００は、ブースタ回路
とインバータ回路とを備え、ブースタ回路では、駆動電源の電圧を昇圧して第１電源ＥＬ
ＶＤＤを生成し、インバータ回路では、駆動電源の電圧を反転して第２電源ＥＬＶＳＳを
生成する。
【００２６】
　ここで、一般的なブースタ回路は、低電圧を高電圧に昇圧することは可能であるが、高
電圧を低電圧に変換することは不可能である。このため、バッテリ５００から出力される
駆動電源の電圧がブースタ回路で生成される第１電源ＥＬＶＤＤより高い場合は、一般的
なブースタ回路を使用することができない。したがって、本発明に採用されたブースタ回
路は、駆動電源が高電圧で出力される高容量のバッテリを使用する際にも動作できるよう
にするため、バッテリから出力される駆動電源の電圧が第１電源ＥＬＶＤＤの電圧より低
い場合と、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧より高い場合とを区分して動作を行う。
【００２７】
　そのため、ブースタ回路は、駆動電源の電圧にかかわらず、同じ電圧を有する第１電源
ＥＬＶＤＤを生成する。ブースタ回路の動作は、下記の図３及び図４で詳細に説明する。
【００２８】
　また、インバータ回路で生成される第２電源ＥＬＶＳＳの電圧は、有機発光ダイオード
が飽和領域（ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｏｎ）で駆動できるようにする電圧であり
、飽和領域は、有機発光ダイオードの有機膜の材質及びトランジスタの特性に応じて変化
し得る。したがって、有機電界発光表示装置を設計する際、悪条件でも所望の画像を十分
に表現できるようにするため、第２電源ＥＬＶＳＳの電圧は、約２Ｖ～３Ｖの電圧レベル
のマージンを有するように設計される。
【００２９】
　バッテリ５００は、駆動電源を充電し、ＤＣ－ＤＣコンバータ４００に充電された駆動
電源を伝達することにより、ＤＣ－ＤＣコンバータ４００で第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２
電源ＥＬＶＳＳを生成できるようにする。
【００３０】
　図３は、本発明に係るＤＣ－ＤＣコンバータの構造を示す構造図である。同図に示すよ
うに、ＤＣ－ＤＣコンバータ４００は、電圧検出部４１０と、ブースタ回路４２０と、イ
ンバータ回路４３０と、ＰＷＭ制御部４４０と、を備える。
【００３１】
　電圧検出部４１０は、バッテリから出力される駆動電源を受けて駆動電源の電圧を測定
する。
【００３２】
　ブースタ回路４２０は、バッテリから出力される駆動電源の電圧を昇圧して第１電源Ｅ
ＬＶＤＤを生成する。
【００３３】
　インバータ回路４３０は、バッテリから出力される駆動電源の電圧を反転して第２電源
ＥＬＶＳＳを生成する。
【００３４】
　また、ＰＷＭ制御部４４０は、パルス幅が可変する制御信号を出力し、制御信号により
ブースタ回路とインバータ回路とを制御して第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳ
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を生成する。
【００３５】
　ただし、本発明において、ＰＷＭ制御部４４０は、電圧検出部４１０で検出された駆動
電源の電圧が所定の電圧より高い場合、駆動電源の電圧を電圧下降させることにより、第
１電源ＥＬＶＤＤの電圧より低くなるように制御する制御信号を出力する。すなわち、Ｐ
ＷＭ制御部４４０は、駆動電源の電圧に対応して制御信号のパルス幅を調整することがで
きる。
【００３６】
　このとき、ブースタ回路４２０は、電圧検出部４１０で検出された電圧が第１電源ＥＬ
ＶＤＤの電圧より高い場合と、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧より低い場合とで互いに異なる
動作を行い、ブースタ回路が正常に動作できるようにする。
【００３７】
　まず、電圧検出部４１０で検出された駆動電源の電圧が第１電源ＥＬＶＤＤより高い場
合、駆動電源の電圧を低くして、昇圧前の駆動電源の電圧が第１電源ＥＬＶＤＤより低く
設定されるようにした後、制御信号を用いて駆動電源の電圧を昇圧する。このとき、駆動
電源の電圧が第１電源ＥＬＶＤＤの電圧より低くなることから、ブースタ回路４２０は正
常に動作することができる。
【００３８】
　また、電圧検出部４１０で検出された駆動電源の電圧が第１電源ＥＬＶＤＤより低い場
合は、駆動電源の電圧が第１電源ＥＬＶＤＤの電圧よりすでに低いことから、ブースタ回
路４２０は正常に動作可能なため、制御信号を用いて駆動電源の電圧を昇圧することがで
きる。
【００３９】
　したがって、ブースタ回路４２０は、駆動電源の電圧にかかわらず、第１電源ＥＬＶＤ
Ｄの電圧を生成することができる。
【００４０】
　インバータ回路４３０は、バッテリから出力された駆動電源を受けて反転した後、電圧
の絶対値が高くなるようにして第２電源ＥＬＶＳＳを生成する。
【００４１】
　図４は、図３に示すＤＣ－ＤＣコンバータの一例を示す回路図である。図４では、一般
的にバッテリ５００から出力される駆動電源の電圧と第１電源ＥＬＶＤＤの電圧とを示し
て説明する。
【００４２】
　同図に示すように、ＤＣ－ＤＣコンバータ４００は、電源入力端とバッテリ５００との
間に接続されて駆動電源の電圧を充電するキャパシタＣと、一端がキャパシタＣに接続さ
れ、他端が第１ノードＮ１に接続される第１コイルＬ１と、キャパシタＣに接続されて電
圧を測定する電圧検出部４１０と、電圧検出部４１０から出力される電圧検出信号に対応
してパルス幅が調整される制御信号を出力するＰＷＭ制御部４４０と、第１電極が第１ノ
ードＮ１に接続され、第２電極が接地に接続され、ゲートがＰＷＭ制御部４４０から出力
される制御信号を受信する第１スイッチング素子Ｍ１と、第１電極が第１ノードＮ１に接
続され、第２電極が第２ノードＮ２に接続され、ゲートがＰＷＭ制御部４４０から出力さ
れる制御信号を受信する第２スイッチング素子Ｍ２と、第１電極が第１ノードＮ１に接続
され、第２電極が第３ノードＮ３に接続され、ゲートがＰＷＭ制御部４４０から出力され
る制御信号を受信する第３スイッチング素子Ｍ３と、一端が第３ノードＮ３に接続され、
他端が接地に接続される第２コイルＬ２と、第３ノードＮ３にカソード電極が接続される
ダイオードＤ１と、を備える。また、第１ないし第３スイッチング素子Ｍ１～Ｍ３は、Ｍ
ＯＳＦＥＴ素子で構成され、第１電極がソースであれば、第２電極がドレインとなり、第
１電極がドレインであれば、第２電極がソースとなる。そして、第１スイッチング素子Ｍ
１と、第２及び第３スイッチング素子Ｍ２、Ｍ３とは、互いに逆タイプのＭＯＳＦＥＴで
構成される。
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【００４３】
　また、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧は、駆動電源の電圧が２．９Ｖから４．２Ｖの間の場
合、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧が４．６Ｖの電圧を有するように設計される。以下では、
バッテリ５００から出力される駆動電源の電圧が２．９Ｖ～４．２Ｖの場合と、出力され
る駆動電源の電圧が最大４．２Ｖ～４．８Ｖの場合とに分けて、ＤＣ－ＤＣコンバータ４
００の動作を説明する。
【００４４】
　まず、バッテリ５００から出力される駆動電源の電圧が２．９Ｖ～４．２Ｖの場合を説
明すると、ＰＷＭ制御部４４０により、第１スイッチング素子Ｍ１がオン状態になり、第
２スイッチング素子Ｍ２がオフ状態になると、バッテリ５００から出力される駆動電源は
、第１スイッチング素子Ｍ１を介して接地に流れる。また、電流が流れると、第１コイル
Ｌ１に電流が流れることを妨げるための起電力が形成される。そして、第１スイッチング
素子Ｍ１がオフ状態になると、第２スイッチング素子Ｍ２がオン状態になるため、第１コ
イルＬ１に保持された起電力が第２ノードＮ２側に伝達される。このとき、起電力の大き
さは、ＰＷＭ制御部４４０から出力される制御信号のパルス幅によって調整される。した
がって、制御信号のパルス幅を調整することにより、第２ノードＮ２に出力される電圧は
、一定の大きさを有するようになる。
【００４５】
　また、バッテリ５００から出力される駆動電源の電圧が最大４．２Ｖ～４．８Ｖの場合
を説明すると、ＰＷＭ制御部４４０により、第２スイッチング素子Ｍ２は常にオフ状態に
なる。第２スイッチング素子Ｍ２がオフ状態になると、第２スイッチング素子Ｍ２は、第
１ノードＮ１にアノード電極が接続され、第２ノードＮ２にカソード電極が接続されるダ
イオード形態の接続を行う。第２スイッチング素子Ｍ２によって形成されたダイオードは
、閾値電圧が０．７Ｖ程度の電圧を有するようになる。このとき、第１スイッチング素子
Ｍ１がオン状態になると、ダイオード接続された第２スイッチング素子Ｍ２は、逆方向状
態のダイオードになり、第１ノードＮ１から接地方向に電流が流れて第１コイルＬ１に起
電力が発生する。そして、第１スイッチング素子Ｍ１がオフ状態になると、第２スイッチ
ング素子Ｍ２は、順方向状態のダイオードになり、第１コイルＬ１に保持されたエネルギ
ーが第２ノードＮ２方向に出力される。このとき、第２スイッチング素子Ｍ２に形成され
た閾値電圧により駆動電源の電圧が低くなり、駆動電源の電圧を用いて第１電源ＥＬＶＤ
Ｄを生成できるようになる。すなわち、駆動電源の電圧が４．２Ｖ～４．８Ｖ以上の場合
、ブースタ回路４２０で昇圧する前の駆動電源の電圧が、第２スイッチング素子によって
形成された閾値電圧０．７Ｖによって差し引かれ、昇圧前の駆動電源の電圧は３．５Ｖ～
４．１Ｖになる。したがって、ブースタ回路４２０では、差し引かれた駆動電源の電圧を
昇圧して４．６Ｖの電圧を生成できるようになる。
【００４６】
　また、第３スイッチング素子Ｍ３は、ＰＷＭ制御部４４０により、オン／オフ動作を行
う。このとき、第２コイルＬ２に、第３スイッチング素子Ｍ３のオン／オフ動作によって
起電力が発生する。起電力は、第２コイルＬ２に、電流が流れることを防止する方向に発
生するため、第２コイルＬ２によって負の電圧を有する電源が第３ノードＮ３を介して出
力される。このため、第２電源ＥＬＶＳＳが生成されて出力される。
【００４７】
　そして、ダイオードＤ１は、外部において第２電源ＥＬＶＳＳの出力端から電流が流入
することを防止する。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　　画素部
　１０１　　画素
　２００　　データ駆動部
　３００　　走査駆動部
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　４００　　ＤＣ－ＤＣコンバータ
　４１０　　電圧検出部
　４２０　　ブースタ回路
　４３０　　インバータ回路
　４４０　　ＰＷＭ制御部
　５００　　バッテリ

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】
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